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令和元年第２回伊勢崎市議会臨時会提出予定議案（概要） 

種  別 件    名 件 数 

専決処分 条例関係 伊勢崎市市税条例等の一部を改正する条例の専決処分の承

認について 

ほか３件 

４ 

財政関係 平成３０年度伊勢崎市一般会計補正予算（第４号）の専決

処分の承認について 

ほか１件 

２ 

計 ６ 

そ の 他 
損害賠償 和解及び損害賠償の額を定めることについて １ 

計 １ 

合  計 ７ 

※ 報 告 

第１０号 和解及び損害賠償の額を定めることについての専決処分の報告について 

第１１号 和解及び損害賠償の額を定めることについての専決処分の報告について 

第１２号 平成３０年度伊勢崎市一般会計繰越明許費の繰越しについて 

 第１３号 平成３０年度伊勢崎市学校給食センター事業費特別会計繰越明許費の繰越しにつ 

いて 

 第１４号 平成３０年度伊勢崎市下水道事業費特別会計繰越明許費の繰越しについて 
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令和元年第２回伊勢崎市議会臨時会提出予定議案（内容説明） 

種別 番号 件  名 内  容 主管課名 

専決処分 ４７ 伊勢崎市市税条例等の一

部を改正する条例の専決

処分の承認について 

地方税法等の一部を改正す

る法律による地方税法の一部

改正及び地方税法施行令等の

一部を改正する政令による地

方税法施行令の一部改正に伴

い改正の必要を認め、併せて

条文の整備を図るもの 

【概要】 

⑴ 第１条関係 

 ア 個人市民税関係 

（ア） 住宅借入金等特別控

除に係る申告要件を削る

もの 

（イ） 住宅借入金等特別控

除に係る特例控除の新設

に伴い、適用期限を延長

するもの 

（ウ） 都道府県等への寄附

金税額控除の対象を特

例控除対象寄附金とす

るもの 

 イ 固定資産税関係 

   引用する項ずれ等を改 

めるもの 

 ウ 軽自動車税関係 

  （ア） 軽自動車税の重課及

び軽課に係る規定の整

備を図るもの 

  （イ） 引用する項ずれを改

めるもの 

⑵ 第２条関係 

ア 軽自動車税関係 

（ア） 軽自動車税の重課に

係る規定の整備を図るも

の 

（イ） その他条文の整備を

図るもの 

市民税課 

４８ 伊勢崎市都市計画税条例  地方税法等の一部を改正す 資産税課 
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の一部を改正する条例の

専決処分の承認について 

る法律による地方税法の一部

改正に伴い、改正の必要を認

めたもの 

【概要】 

引用する項ずれを改めるも 

の 

４９ 伊勢崎市国民健康保険税

条例の一部を改正する条

例の専決処分の承認につ

いて 

地方税法施行令等の一部を

改正する政令による地方税法

施行令の一部改正に伴い、改

正の必要を認めたもの 

【概要】 

⑴ 基礎課税額に係る課税限

度額を５８万円から６１万

円に改めるもの 

⑵ ５割減額対象世帯の減額

所得基準について、被保険

者１人につき加算する金額

を２７万５，０００円から

２８万円に改めるもの 

⑶ ２割減額対象世帯の減額

所得基準について、被保険

者１人につき加算する金額

を５０万円から５１万円に

改めるもの 

国民健康保

険課 

５０ 伊勢崎市介護保険条例の

一部を改正する条例の専

決処分の承認について 

 介護保険法施行令及び介護

保険の国庫負担金の算定等に

関する政令の一部を改正する

政令による介護保険法施行令

の一部改正に伴い、改正の必

要を認めたもの 

【概要】 

⑴ 介護保険法施行令（以下

「令」という。）第３９条第

１項第１号に該当する被保

険者について、平成３１年

度及び平成３２年度の保険

料率を２７，３００円とす

るもの 

⑵ 令第３９条第１項第２号

に該当する被保険者につい

て、平成３１年度及び平成

介護保険課 
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３２年度の保険料率を４

１，８００円とするもの 

⑶ 令第３９条第１項第３号

に該当する被保険者につい

て、平成３１年度及び平成

３２年度の保険料率を５

２，７００円とするもの 

５１ 平成３０年度伊勢崎市一

般会計補正予算（第４

号）の専決処分の承認に

ついて 

※歳入歳出予算の総額からそ 

れぞれ20,644千円を減額 

し、総額をそれぞれ 

73,625,631千円としたもの 

※地方債を補正したもの 

財政課 

５２ 平成３１年度伊勢崎市一

般会計補正予算（第１

号）の専決処分の承認に

ついて 

※歳入歳出予算の総額にそれ

ぞれ 30,000 千円を追加し、

総額をそれぞれ 75,330,000

千円としたもの 

財政課 

その他 ５３ 和解及び損害賠償の額を

定めることについて 

伊勢崎市波志江町１９０３

番地１の伊勢崎市立第三中学

校校庭において、駅伝部の練

習中に同校の生徒が重度の熱

中症を発症した事故につい

て、相手方が健康保険法第５

７条に基づき損害賠償請求権

を取得したもの 

学校教育課 

 

 


